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１ 基本方針  

令和８年度の監査は、次の基本方針に基づき実施する。  

（１） 市の事務や事業について、合規性、経済性、効率性、有効性の観点から検証し、

事務や事業の改善を通じて市民に監査の効果が還元されるよう十分留意する。 

（２） 監査に当たっては、本市の監査基準を念頭に、対象部署におけるチェック体制な

どの内部統制の整備・運用状況にも留意する。 

（３） 監査の実効性を確保するため、指摘等に対する改善状況を適切に把握し、是正・

改善を求めていく。 

 （４） 監査結果について、庁内へのフィードバックを行い、監査結果が監査対象課だけ

でなく組織全体に浸透し、同様の指摘を継続的又は全庁的に行うことのないよう自

主的な改善を促す。 

 

２ 監査等の実施方針  

令和８年度に実施する各監査等については、次の方針による。 

（１） 定期監査（地方自治法第１９９条第４項）  

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行

われているかどうかを主眼とした重点監査項目を設定し監査を実施する。 

（２） 決算審査  

① 一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査（地方自治法第２３３条第２項）  

会計管理者が調製する各会計の決算計数が適正なものとなっているか確認する

とともに、予算執行及び財産管理の状況について、適正かつ効率的に行われてい

るかどうかを主眼として、定期監査や例月出納検査の結果等も参考にして審査を

実施する。  

② 水道事業会計決算審査（地方公営企業法第３０条第２項） 

決算書類等が関係法令に基づき調製され、かつ、計数が適正なものとなってい

るか確認するとともに、予算執行及び経営管理が適正かつ効率的に運営されてい

るかどうかを主眼として、審査を実施する。 

③ 下水道事業会計決算審査（地方公営企業法第３０条第２項） 

決算書類等が関係法令に基づき調製され、かつ、計数が適正なものとなってい

るか確認するとともに、予算執行及び経営管理が適正かつ効率的に運営されてい

るかどうかを主眼として、審査を実施する。 

（３） 例月出納検査（地方自治法第２３５条の２第１項） 

市が保管する現金の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するととも

に、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として、検査を行う。ま

た、例月出納検査に併せて随時監査を実施することにより、監査等の効率化を図り、

監査資源を有効活用する。（随時監査及び例月出納検査） 

 



（４） 健全化判断比率等審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１

項、第２２条第１項） 

健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負

担比率）及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の

計数が正確に計上され、適正に作成されているかどうかを主眼として、審査を行

う。 

（５） その他の監査 

住民監査請求に基づく監査、議会の請求に基づく監査、市長の要求に基づく監査

などは、請求や要求に基づき行う。 

 

３ 監査等の年間実施計画 

監 査 等 の 種 類 実 施 時 期 及 び 対 象 部 署 等 

定期監査  令和８年１１月４日～１８日のうち（４日間）  

シティセールス課、アセットマネジメント推進課、人事課、

市民税課、資産税課、収納課、菖蒲行政センター、栗橋行政

センター、鷲宮行政センター、環境課、障がい者福祉課、健

康医療課、保育幼稚園課、道路建設課、都市計画課、建築審

査課、学校給食課、生涯学習課 

（実地監査）令和８年６月までに対象部署を決定 

令和８年１１月２７日（１日間） 

 水道事業会計、下水道事業会計 

決算審査  令和８年６月１２日～１７日のうち１日  水道事業会計 

下水道事業会計   

令和８年７月９日～２４日のうち７日間 一般会計及び特別会計 

例月出納検査 

（一般会計及び特別会計は

随時監査も併せて実施） 

毎月２８日（やむを得ない理由があるときは変更）  

一般会計及び特別会計（会計管理者、出納室、関係課等）  

水道事業会計（上下水道経営課、水道施設課） 

下水道事業会計（上下水道経営課、下水道施設課） 

健全化判断比率等審査  令和８年８月４日～７日のうち１日間  

健全化判断比率（財政課）  

資金不足比率（産業拠点整備推進課、上下水道経営課）  

その他の監査  必要があると認められた時 

※なお、監査等の日程や提出資料等の具体的な事項については、監査等の種類ごとに実施要

領を定める。 

※実施時期（日程）は、変更となる場合あり。 

 

４ 監査結果の報告及び公表  

監査等の結果に関する報告は、地方自治法の規定に基づき行い、公表は久喜市公告式

条例に規定する電子掲示場に掲示して行うほか、必要に応じ市のホームページ及び広報

紙に掲載する方法等により行う。 


